
伊達地方消防組合消防本部訓令第４号 

伊達地方消防組合 消防本部  

伊達地方消防組合 中央消防署  

 

伊達地方消防組合応急手当の口頭指導に関する要綱（平成21年伊達地方消防組合消防

本部訓令第４号）は、令和８年３月31日で廃止する。 

 

令和８年３月２６日 

 

伊達地方消防組合      

消防長 和光 周一  


